
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和３年５月３１日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 石じまきよし

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

本市の行政改革指針を実現するための重点課題について

⑴ 経営改革の推進について

ア 現在までの進捗状況はどのようか。

イ 今後の課題をどのように捉えているか。

⑵ 財政改革の推進について

ア 現在までの進捗状況はどのようか。

イ 今後の課題をどのように捉えているか。


